
1/3 

○ 兵 庫 県 居 宅 介 護 従 業 者 養 成 研 修 等 事 業 者 指 定 要 綱  

 

現    行   改  正  案  

兵 庫 県 居 宅 介 護 従 業 者 養 成 研 修 等 事 業 者 指 定 要 綱  
 

兵 庫 県 居 宅 介 護 従 業 者 養 成 研 修 等 事 業 者 指 定 要 綱  

 
 

 

３  指 定 の 要 件  

知 事 は 、事 業 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）及 び

事 業 の 内 容 が 、次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ を も 満 た す 場 合 に 限 り 、指 定

す る も の と す る 。  

 
３  指 定 の 要 件  

知 事 は 、事 業 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）及 び

事 業 の 内 容 が 、次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ を も 満 た す 場 合 に 限 り 、指 定

す る も の と す る 。  

(1)～ (8) （ 略 ）  
 

(1)～ (8)  （ 略 ）  

(9) 講義を通信の方法によって行う場合は、次の基準に適合していること。 

ア 添削指導及び面接指導により適切な指導が行われること。 

イ 添削指導及び面接指導による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。 

ウ 面接指導の時間数は、基礎研修課程に係るものにあっては３以上、重度訪問介護追加課程、

重度訪問介護統合課程、重度訪問介護行動障害課程、同行援護応用課程及び行動援護課程にあ

っては１以上であること。 

エ 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。 

 
(9) 講義をオンラインその他の通信の方法によって行う場合は、次の基準に適合していること。 

ア 研 修 を オ ン ラ イ ン （ 同 時 双 方 型 又 は オ ン デ マ ン ド 型 ） に よ っ て 行 う 場

合 に は 、 対 面 の 方 法 に よ っ て 行 う 研 修 に 相 当 す る 効 果 が 得 ら れ 、 終 了 時

に 受 講 生 が 修 得 し て い る 知 識 や 技 術 が 同 等 で あ る こ と 。 な お 、 オ ン ラ イ

ン の 実 施 形 態 に 応 じ て 以 下 に 留 意 す る こ と 。  

(ｱ ) 同 時 双 方 型 （ ラ イ ブ 配 信 方 式 ） で 実 施 す る 場 合 に は 、 講 師 に 対 す る

研 修 受 講 者 の 質 問 の 機 会 が 確 保 で き て い る こ と な ど 、 双 方 向 の や り と

り が で き る よ う に す る こ と 。  

(ｲ ) オ ン デ マ ン ド 型 （ イ ン タ ー ネ ッ ト 配 信 方 式 等 ） に よ っ て 実 施 す る 場

合 に は 、 添 削 指 導 、 面 接 指 導 等 に よ る 十 分 な 指 導 を 合 わ せ て 行 う こ と 。 

イ  講 義 を オ ン ラ イ ン そ の 他 の 通 信 の 方 法 （ オ ン ラ イ ン の 場 合 は 同 時 双 方

型 を 除 く ） に よ っ て 行 う 場 合 は 、 次 の 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。 な お 、

オ ン ラ イ ン （ 同 時 双 方 型 ） で 行 う 場 合 に は 、 講 師 に 対 す る 質 問 の 機 会 等

が 確 保 さ れ て い る こ と か ら 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の と し て 差 し

支 え な い 。  

(ｱ) 添 削 指 導 及 び 面 接 指 導 に よ る 適 切 な 指 導 が 行 わ れ る こ と 。  

(ｲ) 添 削 指 導 及 び 面 接 指 導 に よ る 適 切 な 指 導 を 行 う の に 適 当 な 講 師  

を 有 す る こ と 。  

(ｳ) 面 接 指 導 の 時 間 数 は 、 基礎研修課程に係るものにあっては３以上、重度訪問介護追
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加課程、重度訪問介護統合課程、重度訪問介護行動障害課程、同行援護応用課程及び行動援護

課程にあっては１以上であること。 

ウ  実 技 を 学 ぶ 演 習 や 実 習 の 科 目 に つ い て は 、対 面 で 実 施 す る こ と 。な お 、

実 技 以 外 を 学 ぶ 演 習 に つ い て は 、対 面 の ほ か 、オ ン ラ イ ン（ 同 時 双 方 型 ）

に て 実 施 す る こ と が で き る 。 ま た 、 こ の 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適

合 し な け れ ば な ら な い 。  

( ｱ ) グ ル ー プ （ 受 講 生 同 士 ） に よ る リ ア ル タ イ ム で の 討 議 を 行 う な ど 、

受 講 生 全 員 に よ る 参 加 型 の 学 習 が 可 能 な 方 法 を 採 る こ と 。  

(ｲ) 講 師 に よ る 受 講 生 へ の リ ア ル タ イ ム の フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 う こ と 。  

( ｳ ) 演 習 を 実 施 す る グ ル ー プ を 構 成 す る 受 講 生 数 は 、 討 議 や 話 し 合 い が

で き る 適 切 な 人 数 を 単 位 と す る こ と 。  

( ｴ ) 担 当 す る 講 師 等 が 研 修 受 講 生 に 対 し 、 演 習 へ の 主 体 的 ・ 積 極 的 参 加

を 促 し 、 そ の 点 に つ い て 評 価 を 行 う こ と （ 通 信 環 境 へ 接 続 さ れ て い る こ

と の み を も っ て 受 講 を 認 定 す る こ と な く 、 演 習 に 参 加 し て い た か ど う か

に 基 づ く 修 了 評 価 を 行 う こ と ） 。  

エ  研 修 受 講 者 に は 障 害 の あ る 人 も い る こ と か ら 、 研 修 が 受 け や す く な る

よ う 、 研 修 受 講 機 会 の 確 保 や 研 修 環 境 等 に つ い て 配 慮 を 行 う よ う 努 め る

こ と 。  

(10) （ 略 ）  
 

(10)  （ 略 ）  

４  指 定 の 申 請  

指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として受講者の募集を開始する２

月前までに、居宅介護従業者養成研修等事業者指定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類

を添付し、知事に提出するものとする。 

ただし、(6)及び(7)の書類については、初回申請時を除き、内容に変更がない場合は省略するこ

とができる。 

 
３  指 定 の 要 件  

指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として受講者の募集を開始する２

月前までに、居宅介護従業者養成研修等事業者指定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類

を添付し、知事に提出するものとする。 

ただし、(6)及び(7)の書類については、初回申請時を除き、内容に変更がない場合は省略するこ

とができる。 

(1) ～ (8) （ 略 ）   
 

(1)  ～ (8) （ 略 ）   

なお、講義を通信の方法によって行う場合は、(1)から(8)に定める書類に加え、「添削指導

に関する問題形式一覧及び添削指導日程（様式第５号）」及び添削指導に関する問題集、解答

 
なお、講義をオンラインその他の通信の方法によって行う場合は、(1)から(8)に定める書

類に加え、「添削指導に関する問題形式一覧及び添削指導日程（様式第５号）」及び添削指導
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用紙及びその模範解答集を添付すること。 に関する問題集、解答用紙及びその模範解答集を添付すること。 

 
 

 

 
 

 

附  則  
 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 19年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 平 成 19年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 平 成 23年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 平 成 23年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 平 成 23年 10月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 平 成 23年 10月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 平 成 24年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 平 成 24年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 平 成 26年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 平 成 26年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 平 成 28年 4月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 平 成 28年 4月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 4月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 4月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、令 和 ７ 年 １ 月 ９ 日 か ら 施 行 し 、令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 実 施 す

る 事 業 よ り 適 用 す る 。  

 
こ の 要 綱 は 、令 和 ７ 年 １ 月 ９ 日 か ら 施 行 し 、令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 実 施 す

る 事 業 よ り 適 用 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 
 

こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 


